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Abstract

This 2nd symposium on “The Great East Japan Earthquake (GEJE) and Human Sciences” was held on March 12 

to 13, 2013, two years after the disaster.  We invited a keynote speaker Eugene F. Augusterfer, LCSW from Harvard 

Program in Refugee Trauma, Harvard Medical School, Massachusetts, United States.  Valuable panel discussions were 

performed together with academic and practical field experts.  This paper presents in detail panel contents on “What can 

we do and what should we do when facing the psychological and social problems after disaster”.  

The impact of 3.11 disaster made clear the vulnerability of our contemporary science and society while urging the 

need to a change in our current value systems or life styles.  At this point, we all Japanese should reconsider the basis 

of our Second World War modern civilization.  The ruined life reconstruction confronts physical, psychological, social, 

cultural and environmental issues. Our mission is to create multi-dimensional or holistic support systems.  This report 

shows how we have been building effective paths of collaboration between victims’ peer support groups, private support 

groups, clinical psychologists, social workers, legal professionals, and policy makers.  Finally, there is a discussion on 

the personal and academic responsibility to propagate the achieved experience on dealing with this kind of disaster to 

the following generations. 

シンポジウム『東日本大震災と人間科学』報告
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１．はじめに

辻内：今回のシンポジウムでは、午前中に、竹中先

生から「災害を契機に始まったメンタルヘルス・プ

ロモーション活動」について、根ヶ山先生から「震

災避難の長期化に伴う子どもとその家族への支援」

についてご講演いただき、私から「原発避難者のソー

シャル・サファリングへのケア」についてお話しい

たしました。そして、ハーバード大学難民トラウマ

研究所からお越しいただきましたオーガスタファー

先生からは、世界各地における災害について、特に

イタリアのラ・クイラ地震と米国のハリケーンの話、

そして、プライマリケアとメンタルヘルスケアの融

合が必要であるという話、次世代の災害復興医療と

して期待される遠隔医療／テレメディスンの話など

をお聞きしました。午後にはそれぞれ、佐藤さん、

高山さん、北村さん、岡本さん、薄井さん、大石さ

んに、現場でのお話をたくさん聞かせていただきま

した１）。本日最後のプログラムになりますが、「災

害に伴う心理的課題・社会的課題に対峙する」とい

うテーマで、まとめのパネルディスカッションをは

じめて参りたいと思います。

　はじめに、オーガスタファー先生が現場の６人の

話を聞かれて、どのような印象を持たれたのかコメ

ントをお聞きして、お一人おひとりへのご質問から

議論を開始したいと思います。

２．世界からみた東日本大震災

オーガスタファー：ありがとうございます。まず辻

内先生には、このようなパネルディスカッションを

企画していただいきましたことを感謝いたします。

本当に素晴らしいパネルでして、午前中は学術の方

面から、午後は現場、そして個人の声を代表した形

でのお話でした。こういう機会は私にとっても本当

に稀な機会ですので、参加させていただき嬉しく思

います。

　まず、全般的な印象からですが、みなさんに共通

したテーマがあったかと思います。個人個人が経験

した苦労ということ、それを目撃してきたというこ

と、また、それぞれの専門の立場からともに協働し

て問題に取り組まれてきたということ、それが共通

のテーマであったと考えます。

２－１　女性・子どもへの視点の重要性

オーガスタファー：最初に、女性のジェンダーの平

等、男女共同参画の権利の話をされた簿井様からコ

メントさせていただきたいと思います。非常に素晴

らしい視点であったと思います。特に女性や子ども

には、やはり一般の人たちとは違った特殊なニーズ

がありますので、私たちハーバードの取り組みの中

でも、そこのニーズに合わせた形での対応を強化し

ているからです。今後の計画について具体的にお話

しいただけますでしょうか。それに関連する私たち

ハーバードでの経験を共有させていただければと思

います。

薄井：どうもありがとうございます。復興にかかわ

る役所として復興庁という役所がございますけれど

も、その復興庁の中に男女共同参画の部署がありま

す。そうした機関とも関わりながら、さまざまな女

性たちの声を聞き、何をやるべきかを検討している

ところです。特に問題になるのは、母子避難のよう

な小さなお子さんを抱えての避難の問題です。健康

の被害、それに対する健診とかをどうやれるかと、

図１　パネルディスカッション「災害に伴う心理的課題・社会的課題に対峙する」
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それが一番大きな問題かなと思っております。

オーガスタファー：日本だけでなく、おっしゃられ

たことは他の文化でも起こっています。というのは、

家族の文化の中で、それを規定していくのは女性・

子どもだからです。いろいろな文化圏で見てみます

と、残念ながらそれが見逃されているというのが現

状です。その中で、女性と子どもに視点を当てて活

動していかれているということは、とても評価され

るべきことです。

２－２　賠償・政策立案の課題

オーガスタファー：次に、越谷市議会議員の大石様

と、埼玉弁護士会の岡本先生にコメントさせていた

だきたいと思います。おふたりとも、政策に関連し

た活動をしていらっしゃいます。世界各地の災害後

の政策立案の状況を見てみますと、実際にサバイ

バー／生存者もしくは災害難民のニーズを汲み上げ

たものでないということが、現実に起きているから

です。具体的にお話にありました賠償については、

避難者に対して恩恵を与えるような形になっておら

ず、政策立案に問題があるというように指摘されて

いましたけれども、いま現在のこの状況から、さら

におふたりの活動を拡大して、どのように政府に

しっかりと責任を取らせていくのか、活動の展開、

展望や計画等がありましたらお話をお願いしたいと

思います。

大石：はい、ありがとうございます。私は被災者の

人たちと一緒に越谷市で生活しております。毎日付

き合っておりますが、その彼らが言うには、これか

らどうしていいか分からない。まず住むところです。

いつまで越谷市に住んでいいのか、住むところが決

まらなければ仕事も決まらない。故郷のまちに帰れ

るのか、帰れないのか、決めなくてはいけないので、

政府の方針をはっきり決めて欲しい、それによって

住むところを安定させたい。自分のものは何もない

ので、いつも、いつも、すべて借りものなんですね。

家を借りている、洋服ももらったもの。そういった

借り物の中の自分なので本当の自分らしさがない。

1年は家賃の補助があると言っていましたけれども、

今度は打ち切ります、というように言われます。家

賃を高く取られたならば、生活に困ります。ですか

ら、国にはっきり方向性を決めていただければ、こ

れから生きていくのにも目標が持てるように思いま

す。

岡本：私の方からは、法律家・弁護士の立場とし

て、また私の個人的な考えをあわせてお話しさせて

いただきたいと思います。まず災害後の状況に対す

る政策的なものや、賠償的なものはかなり不十分な

ものがあります。いまの賠償については、原子力損

害賠償法によって、原子力事業者である東京電力に

責任が集中されているということで、東京電力が賠

償の主体となってきています。しかし、現実に行わ

れている賠償は、加害者である東京電力が、自分た

ちで好きなように枠組みを決めて行っている。それ

に対して、国のつくった原子力損害賠償紛争解決セ

ンターというところでは、話し合いをするための、

ADRの手続きをやっていますが、そこもどうも東

京電力の基準を少しマシにしたような解決にすぎな

いというのが現実です。

　実際いま考えなくてはいけない問題はふたつで、

“損害賠償”と、被害者の“生活再建のための支援策”

です。現実に起きているのは、生活再建のための支

援策が不十分というか、何もやっていないに近い状

況です。賠償で受け取ったお金で生活再建をはかる

ような方法で、復興庁などは進めていますが、本来

は、“賠償”というのは失われたものに対して被害

を回復するもので、そもそも責任の所在をはっきり

させなくてはいけないわけです。それに対して、生

活が壊された状態から立て直していく“生活再建”

のための政策、これは、賠償とは別物として進めら

れていくべきなのです。

　今後の進み方としては、ひとつは、国の責任を東

京電力とともに追求する裁判を、集団訴訟として起

こしていくことです。原発政策を進めて、避難指示

に当たって、アメリカからもらったSPEEDIの情報

を隠したり、間違った方向に避難させたりした国の

責任です。ふたつめは、現実に目の前の生活を立て

直していくための支援策を、被害者のニーズに合わ

せるよう、実態をきちんと調査させた上で、それぞ

れに必要な政策を勧められるようにすることです。

我々弁護士だけが意見を言っても世の中が動くわけ

ではないのですが、世の中に実態を分かってもらっ

て、支援をするための政策を進めるように、政治に

決断を迫っていくための活動が必要になっていくか

と思います。具体的にどう進めるかというのは非常

に難しい問題で、私も正直、悩んでおります。



－ 160 －

人間科学研究　第28巻 第１号　1－14（2015）人間科学研究　Vol.28, No.1（2015）

オーガスタファー：ありがとうございます。経験上、

私が申し上げたいことは、政策というのはタイムラ

グが非常に大きいものです。実際に被害を受けた人

のニーズや、現場でサポートしている人たちの把握

しているニーズが反映された政策は、必要としてい

たよりもずっと後に出てくるというのが現状です。

３．ポスト3.11の社会変化

３－１　大災害・大事件が人々に与えた影響

オーガスタファー：次に社会学者の北村先生に対し

てです。私のプレゼンテーションの中で米国の9.11

の話を出しました。非常に多くの人たちの考え方、

アイデンティティや行動を大きく変化させたという

のが、この同時多発テロ事件だったのです。同時多

発テロから12年が経ちますが、アメリカ社会の中で、

9.11がアメリカ社会やアメリカ人の考え方に与えた

影響がどういうものであったか、まだ結論はついて

いません。いま一生懸命振り返り、なんとか理解し

ようとしている状況なのです。

　お聞きしたいのは、東日本大震災による地震・津

波・原発というトリプルの災害が、日本社会の構造

の中で人々の考え方にどのような影響を与えたのか、

人々の考え方がどのように変わっていくのか、見解

をお聞きしたいと思います。

北村：ありがとうございます、なかなか難しい問題

を質問していただきました。さしあたり、9.11でア

メリカが受けた衝撃と、今回の東日本大震災と原発

事故で日本が受けた衝撃というのは、比較が難しい

かと思います。

　日本人の考え方、日本社会にとっても、大きな

転換となった変化を2点指摘したいと思います。津

波ですべてが流されてしまったことによってカル

チャーショックを受けたということと、原発事故に

よって生活のあり方そのものまでインパクトを受け

たということです。特に原子力技術という近代の科

学技術の象徴が、いとも簡単に大きな惨事を引き起

こしてしまうのだというのを目の当たりにしたこと

は重要です。

　日本社会にとっても9.11は大きな衝撃でした。そ

れ以前を振り返ると、阪神淡路大震災や地下鉄サリ

ン事件の起きた1995年という年に受けたインパクト

と、2001年の9.11、そして2011年のこの震災と原発

事故は、３度の大きな転換点になったと思います。

　結論は出しにくいのですが、社会は確実に変わっ

ていっているなと、多くの方が感じているのは確か

です。しかし、物事を根底的に考え直さなくてはい

けない出来事を20年で３回も経験して、日本の社会

がどこまで変わったのかという点を改めて問題提起

しなくてはいけません。私たちは、第二次大戦の敗

戦後のように、新たに社会のあり方を根本的に反省

したのかが問われるべきことだと思います。こうい

うときに、本来ならば原発がどうなるかという国民

が議論をする必要があるのに、そういう流れになっ

ていない、この点はなお検討していく必要があると

思います。

３－２　価値観を変える必要性

辻内：ちょうど、ディスカッションしたいと考えて

おりました深い問題が出てまいりました。ポスト

3.11を考えるというのが今回のテーマでありますの

で、社会がこのインパクトを受け止めてどう変わっ

ていくのか、それをお聞きしたいと思います。まず

は佐藤さん、ご意見をいただけますでしょうか。

佐藤：まさにこの点が最も大事なことだと思います。

私は原発事故被害者の当事者であると同時に、これ

を世の中にフィードバックできないか、ということ

をこの２年間ずっと考えてきました。端的に言いま

して価値観を変えるべきじゃないかなと思うわけで

す。

　いろんな事があるのですが、ひとつ提案したいの

は、ライフスタイルとかライフステージというもの

が、このままで良いのかということです。居住権は

人権の中で重要な部分なのですが、我々はそもそも

農耕民族というか定住民族だったのかなと考えるよ

うになりました。自分や、自分の子どもたちが、こ

れだけ交通手段や教育機関が変化してきていますの

で、定住から移住というか、自分の人生にふさわし

いステージを、年代や環境とともに変えて良いん

じゃないか、ということを提案されているようにも

思うんですね。

　私の場合で言うと富岡町民であり、福島県民であ

ります。しかしその前に日本国国民なので、日本の

どこに住もうが、定住権や居住権があるわけです。

このような機会が逆にチャンスなのかなと思い、い

までは埼玉の地が一番ふさわしいライフステージだ

と喜んでおります。
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　そういう考え方からすれば、震災と原発事故は、

東日本という地域限定の次元ではなく、日本国民と

して、それぞれの方が“自分がどうあるべきか”を

問われおり、われわれは重要な提案を受けているの

だと思います。被害者同士のミクロ的な問題は、個

別に対応すべきだと思いますが、もっと日本国民が

どうあるべきかというマクロ的な発想をしながら今

後のことを考えていけば、解決の道はいっぱいある

のかなと思います。ライフスタイルのメニューを増

やすことが、私自身のいまの仕事かなと思って勇気

をいただいております。

３－３　生き方の多様性を許容できるような社会づ

くり

辻内：ありがとうございます。私からもひとこと述

べさせていただきます。いま佐藤さんがおっしゃっ

たのは、生き方の多様性を許容できるような社会づ

くりというふうに受け止めました。今回避難されて

いる方々の「分断」という話があったかと思います。

個別性・多様性というのが顕著に表れて、ややもす

るとネガティブな側面として対立や分断を生み、互

いにいがみ合うような方向に向かって行ってしまい

ます。そうではなくて、社会の仕組みとして多様性

を認めていけるような、そういったものをいかにつ

くっていけるかというように受け止めました。多様

性という観点で、根ヶ山先生、ぜひこの問題につい

てご意見いただけたらと思います。

根ヶ山：はい。多様性への対応という意味で「ガジュ

マル」２）的なお話しになったので、発言させていた

だきます。いまのお話をお聞きしておりまして、私

もいくつか思うことがあります。佐藤さんも、いま

日本人というようなことの範囲でお考えになるとい

うことをおっしゃっていました。日本人は農耕民族

なのですが、狩猟民族との違いは、ひとつは定住す

るという性質があったことなのです。動物を追って

移住していくというふうに、住む場所を変えていく

ことは苦手だったと思います。それは日本人のメン

タリティの基底に触れるようなことかもしれないで

すね。

　しかし、同時に日本人の中には、八百万の神のよ

うに多神教で、一方で無宗教という人もいて、相対

化するのが得意なんですね。状況に応じて自分を変

えていくっていう力も持っていて、その“フレキシ

ビリティ”っていうのは日本人の特徴だと思います。

佐藤さんがおっしゃったようなことがうまく作用す

ればそういう方向に行くかなと思います。

　あるいは、水に流すとか、長いものには巻かれろ

とか、自分で意思決定するよりも、流れに乗ってい

くというところが、強さでもあり、弱さでもありま

す。あとは誰がその流れをつくるかということが問

題です。一度良い流れができれば、我々は乗ってい

けると思うんですね。

　だから今回の出来事は、未曾有の事態ではあるけ

れど、日本人には決して耐えられないようなハード

な状況ではないと。日本人の能力の中に、自然環境

やエコロジーの中で長年培ってきたメンタリティが

あり、たくましさというか、フレキシブルに多様に

生きていくしなやかさがあるんじゃないかと、私は、

その点に関してはある意味で楽観しております。

３－４　権利とルールの遵守があってこその多様性

辻内：ありがとうございます。北村先生なにか追加

でお話はありますでしょうか。

北村：多様性を認めていかなくてはならないのは確

かです。けれども、一方で、日本の社会では多様性

をなかなか認めない側面があるのかなと思うんです

ね。先ほどの薄井さんの話の中ででてきましたジェ

ンダーの視点とか、弱い立場に置かれた人たちのこ

とが、震災のような状況におかれたときに、忘れが

ちだという点が非常に問題だと思います。避難をし

たり避難所を運営したりしていく中でも、そういう

人たちのことを考えることが大事だと思います。

　根底に個人個人に権利があって、どんな考えでも、

ルールをきちんと互いに守れば、さまざまな考え方

は許容される、という発想や枠組みがないのが問題

なのではないかなと思うわけです。この点を、私た

ちがこの機会にきちんと考えられるかが問われてい

ると思います。

辻内：ありがとうございます。オーガスタファー先

生の深い問いかけをもとに、とても重要な点がディ

スカッションできたと思います。それでは次の話題

に移りたいと思います。オーガスタファー先生よろ

しくお願いいたします。

４．災害２年後に求められるケア

オーガスタファー：次にみなさま全員にお伺いした
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いことは、臨床的な部分でどのように対応していく

のかということです。辻内先生のプレゼンにもあり

ましたように、災害後２年が経ったような段階で、

人々の希望がなくなってきたり、苦痛が高まってき

たりしている時期、自殺が増えてくる時期でもあり

ます。私が引用した米国の文献の中にも自殺の増加

が示されており、非常に懸念される問題です。こう

した２年を過ぎた段階で、実際の現場でどんなケア

が必要なのか、どういったことが必要なのかという

ことをみなさんにお伺いしたいと思います。

辻内：ありがとうございます。最初に学術的なバッ

クグラウンドのご意見をうかがって、段々パーソナ

ルな、個人的な体験から考えつくことをお伺いした

いと思います。まずは竹中先生、ご意見をお願いい

たします。

４－１　プライマリケアと専門的支援は並行して

竹中：いまオーガスタファー先生の講演を聞いて

思ったことですが、プライマリケアの問題、そして

専門的支援の話、これを両輪に考えていかなくては

いけないというのは私も全く同意見をもっています。

２年が経ち、これから出てくるであろうメンタルヘ

ルスの問題の“予防”にもっと関心をもたないとい

けない。そして、予防策に漏れて深刻な問題が出て

しまった人に対しては専門的支援で対応をしていく

といった両方の考え方が必要だと思います。

根ヶ山：私も、これは大変大事な問題だと思ってう

かがっておりました。被災者の方々は、２年が経っ

て、生活を安定させるところから、人生をどう展望

するかというところに差し掛かってきています。物

資を提供するとか、生活の支援をしてあげるという

時期は過ぎて、我々がするべきなのは「支え」であっ

ても、施すような支えではなく、あなた方と一緒に

歩きます、伴走させてください、共同生活者として

ともに歩んでいくというメッセージを伝えることだ

と思うんですね。

４－２　子どもの存在を軸にした対応

根ヶ山：もうひとつは、今日のオーガスタファー先

生のお話でも、西洋的な感覚では大人の生活ってい

うのがベースにあって、子どもは守ってあげなきゃ

いけない、弱い存在だという考えがあるように感じ

ました。その考えは否定しませんが、我々日本人の

考えでは、報道を見ていましても、実にこういう状

況で子どもの存在に癒されているんですね。子ども

のパワーとか、子どもの持っている未来性とか将来

性とか、エネルギーとか明るさとか、そういうもの

に我々大人はすごく助けられる。子どもは神様で、

大人は神の力をもらうという子ども観があると思い

ます。

　こういう状況で、子どもが生き生きとするプログ

ラム。つまり、子どもが大人を集め、大人を元気づ

けるような、そんなプログラムが役立つんじゃない

かと思います。具体的には、我々は人形劇をつくる

というプログラムで細々とやり始めています。やっ

ている手応えとしては、子どもたちが生き生きとし

て楽しそうに嬉々としてやっていて、そして大人も

巻き込まれているという感じがありますので、この

道は間違ってはいないと思います。子どもさんが元

気になるプログラムを通じて親も勇気づけられる、

そういったケアがありうるのかなと思います。

４－３　PTSDとしてよりも、苦悩を全体としてみ

る必要性

オーガスタファー：いまのおふたりのお話はとても

興味深いものでした。ありがとうございます。次に

PTSDについて触れたいと思います。PTSDの診断

を紐解いてみますと、もともとはベトナムの帰還兵

の研究からはじまったので、対象は完全に成人です。

そして私が学生の時に受けた訓練では、PTSDの診

断として16歳未満は対象にしてはいけないと指摘さ

れてきました。しかしいまでは状況が変わってきて、

子どものPTSDも対象にするようになってきており、

サファリング／苦悩というものは共通するものなの

で、そこのところの研究を進めていかなくてはなら

ないと考えています。

　私どもの研究所、ハーバード大学難民トラウマ研

究所の所長でありますリチャード・モリーカ氏がこ

こに来ておられたらこういう話をするだろうという

ことをお話しさせていただきたいと思います。

　大事なことは、PTSDということだけで見てはい

けないということを、常に彼が言っていることです。

サファリング、トラウマ、その人の苦悩や苦痛とい

うものを、全体として見ていくことが大事なのです。

どのようなトラウマを抱えているのか、そしてまた、

トラウマの回復過程というものを全般的に見ていく
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ことが必要なのです。PTSDの診断ばかりに固執す

るのではなく、その人全体の苦痛であったりトラウ

マであったり、全体の回復であったりを見ていく必

要があるということです。

４－４　法律相談と心理的ケアの協働

辻内：ありがとうございます。では岡本先生いかが

でしょうか。ただいま、心の問題、サファリングの

問題など出ましたが、現場の苦しい状態に対して、

どんなケア・支援が必要であるか、法律家の観点か

らお願いいたします。

岡本：私は心の専門家ではなくて弁護士として、賠

償を中心に避難者の方たちと関わらせていただいて

います。弁護士に事件や賠償のことを相談するとい

うことは、これまでの経験についてひとつひとつ話

していただくことになります。どの方にとっても、

話をすること自体が、３月11日の避難中のことを思

い出させたり、人によっては津波のことを思い出さ

せたり、避難してからそれぞれに起こった出来事で

の苦しさを思い出させたり、非常に苦しい。泣き出

してしまったり、言葉が詰まって話せなくなってし

まったりということがほぼすべての方に出ています。

しかし、いくら苦しくても、そういう人たちが黙っ

ていたら、おそらくきちんとした賠償もされないし、

支援もされないし、時間が経って事件が終わったこ

とにさせられてしまうので、声をあげていかなくて

はならないんです。

　さいたまスーパーアリーナや騎西高校などの避難

所で相談を受けてきたときは、最初に臨床心理士や

心のケアができる人がお話をうかがって、いったん

心の専門家が話を聞いたあとに、弁護士が法律の問

題について相談に乗るといった対応をとっていまし

た。賠償問題ひとつをとっても、法律の相談をする

というだけではなくて、心のケアが切り離せない問

題になっています。

　また、小さなお子さんを連れている方なんかは、

子どもを抱いて相談に来たりされますが、相談中に

子どもが泣き出してしまったりして、打ち合わせを

するにも大変な状態で、子どもがいるからなかなか

相談に来られないという方もいます。心の問題への

対応に加えて、打ち合わせ中に子どもを見てあげる

ようなことをすれば、声を出せる人が増えていくん

じゃないかなと思います。現実にどういう体制をつ

くったりしていくのかは、良い考えがあるならばぜ

ひ教えていただきたいと思います。

オーガスタファー：これこそが素晴らしい卓越した

協働であると思います。つまり、メンタルヘルス、

臨床的ケア、そして、賠償請求といった法律の問題、

政策立案、それぞれの協力が必要だということです。

私たちは、いろいろな相談にのっているときに、回

復や復興の過程で、その人にいま起こっていること、

その人のストーリーに触れていきます。そこでは、

賠償請求や政策立案の計画を立てる前の段階で、心

のケアも大事だと。そこの部分で非常に素晴らしい

協働の機会があるということだと思います。

岡本：もうひとつ追加させてください。これから原

発賠償について、裁判という動きが出てくると思い

ます。そのなかでひとつ理解していただきたいのは、

被災者の方たちは大金をもらいたいわけじゃないの

です。お金を受け取りたいわけじゃない。目的はそ

こで奪われたものに対しての責任を明らかにしたい

とか、お金というよりも、失われたものに対してそ

れに見合う責任をとらせたいとか、そういう思いで

裁判を起こす人がほとんどです。

　これから被災者の人にとって一番厳しい相手にな

るのは、国でも東電でもなく、世論だと思います。

被害者の方たちの本当の被害の実情というのを、多

くの方に理解していただきたいと思います。

辻内：ありがとうございます。原発事故被災者では

なく被害者ですね。被害者の方々の心情と実情をよ

く理解した上で、法律家と臨床心理の協働をしてい

くということだと思います。

　もうひとつの見方として、被災者の方たちと直面

して、まさに弁護士のような直接接する方たちが、

もうすでに心のケアを担っているとも解釈できるの

だと思います。

５．“いま何が必要か”体験から考える

辻内：高山さんにお聞きしたいと思います。高山さ

んは心のケアを、専門家ではないのですが担ってい

らっしゃいます。先ほどの講演１）では、高山さん

が支援員として出会われたさまざまな方のストー

リーをお聞きして、本当に胸が詰まる、目頭が熱く

なるような思いがしました。多くの方々と接する経

験の中で、いま何が必要だと思われるでしょうか。
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５－１　大げさなことではなく、さりげない行為が

うれしい

高山：先ほどお話ししましたように、いろんな被災

者の方とお会いしました。被災当時は物資の支援と

いうのは、私たちにとってありがたいことでした。

そのあとは、傾聴というか、私がしてきた仕事なの

ですが、相手のお話を聞くことが役立つ時期に入り

ました。私たち自身も被災したわけですが、当初は

喜んで話したいわけじゃないんですが、話すことで

多少気持ちが楽になった部分はありました。しかし、

自分を振り返ってみますと、半年間は躁状態といい

ますか、結構気分がハイだったのだと思います。１

年くらい経過しますと、みるみる気力が低下してい

きまして、いま思えばそれがPTSDだったのでしょ

うけれども、睡眠障害であったり、不安であったり、

食欲が減退したりといった症状が出てきたわけなん

です。

　では被災者の方が一番、何をされたら喜ぶかとい

いますと、先ほど私がスピーチでお話ししたように、

特に何か形でしてもらいたいということではないと

思います。本当に綺麗事かと思われるかもしれませ

んが、私がしていただいて一番うれしかったことが

あります。

　私は何ひとつ肉体労働はしていないのですが、震

災後、筋肉が絶えず緊張しておりまして、いつも腰

痛や肩こりがありますので、被災して間もなく、避

難先のホテルの近所でマッサージをしてもらいまし

た。私も最初は被災者ということは伏せておりまし

た。マッサージをしてもらううちに、「見ない顔だ

ね」という話になりまして、「近所の方ですか？」

と聞かれたので、「実は私は、毎日テレビで流れて

いる原発被災者で、いま近所のホテルに避難中なん

です」と言いまして、通りいっぺんの世間話をしな

がらマッサージが終わったわけなんです。当然私は

普通の患者のつもりでおりましたから、代金を支払

おうと財布を取り出して「おいくらでしょうか」と

言ったら、先生は本当にあっさり、何食わぬ顔で、「い

や高山さん、本当だったら私は被災地に行って多く

の方々をマッサージしたいんですよ、でもひとりで

経営しているので家を留守にできないんです。今日

高山さんと出会ったのは何かのご縁なので、申し訳

ないんだけど、私の気持ちの表れとして、高山さん

の料金は私にサービスさせてくれませんか」と言っ

ていただいたんですよ。それが本当に自然な言い方

だったんです。私はその時は笑顔だったんですけど、

外に出てから涙が止まらなくなりまして、世の中に

はこんな親切な人がいるんだと。そんなさりげない

行為が、どれだけ心が救われるか、私が体験して感

じたことです。

　だから改めてイベントや催しなどで励ましていた

だくとか、何か特別なことよりも、先ほどから繰り

返し申し上げていますように、見守っていただける

だけで、どれだけ救われるか分からないんです。み

なさんに被災者のことをいろいろご心配いただき、

考えていただくことは、本当に感謝しています。で

も大げさなことはそんなにいらないってことだけは、

ご理解いただきたいと思います。

辻内：特別なことをするのではなく、さりげなく近

くにいて見守る、ということですね。

高山：被災者として言わせていただきますと、自立、

自立とよく言われますが、急がさないで下さい。私

たちも精一杯やっております。外見は元気に見えま

すけれども、元の自分が100だとすればいまの自分

は70くらいで精一杯やっています。ですから、みな

さんからすれば、時間が経ったのだから自立しろよ

という方がいらっしゃると思うのですが、長い目で

見ていただきたいと思います。

５－２　越谷市が実践する支援

辻内：ありがとうございます。大石さんいかがでしょ

うか。

大石：私が市議会で一般質問をしまして、市長から

良い返事が来なくて非常に腹が立ったのが震災直後

の６月の議会のことでした。でもそのあと、どうし

てか理由は分かりませんが、大きく変わりました。

越谷市には「愛の歌基金」というのがプールしてあ

るのですが、それを使って家電製品とかエアコンと

かを各家庭にプレゼントできました。それから、い

までもつづいていますが、上下水道が無料です。越

谷市の市営住宅とか借り上げ住宅も、１年延長され

て無料です。美容院組合も無料でカットしてくれる

ということもしています。各企業や地域からの支援

も、越谷市にはいっぱい自慢できるものがあります。

被災者の方たちが立ちあげた「一歩会」という会が

あるんですけど、私はこの「一歩会」をとても自慢

に思っています。そこで繋がっている人たちが、心
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のケアも含めていろんな面で自立に向かって一歩ず

つ歩んでおります。

５－３　語り合いの場を生み出すことも支えのひと

つ：交流サロンやカフェの意義

辻内：ありがとうございます。それでは薄井さんお

願いいたします。

薄井：私が行っているカフェというのは、とにかく

そこにいますよということを示したくてやっており

ます。別に何か目的とかがなくても、その場にいる

ので、来ていただければいいという、そういう場を

つくりたかったんですね。どこに行って何をすると

かというのではなく、被災者の方がお客様でもな

く、埼玉県民がホストでもなく、一緒にその場に来

て過ごすという場をつくりたかったんです。その中

では、ちょっと言葉がうまく見つからないのですが、

「同じ」なんですね。被災者と埼玉県民の違いはな

く、支援してあげるとか支援してもらうという関係

ではなくて、そこに来たっていう意味で同じですし、

一緒に時間を過ごすっていう意味では、まったく平

等だなと思えるような場所づくりを心がけてきたつ

もりです。そうすると、そこに来られている方から、

私もこれをやりたいとか、別の場所に同じようなカ

フェをつくりたいとか、そういう声も少しずつ出て

くるようになってきまして、それを応援しています。

　女性の場合は暴力受けたり、心にいろいろな葛藤

を抱えた方だったり、その苦しみを聞いていくとき

に、ひとつのやり方として、同じ経験をした者同士

が語り合うという方法があります。そのなかで、自

分は苦しい思いをしてきたんだけど、そういう苦し

みを耐えてここにいるんだねって言い合える。サバ

イバーと言ったりしますが、やはり同じ経験をした

人たちの中で出てくるものなので、そういう語りあ

いの場を支える、そういう場を生み出す、そのよう

な役割を心がけています。そこに居ても良いんだと

思ってもらえる場というのは、いまの社会というか

身近な場に案外ないような気がするんですよね。こ

れは被災者だけではなく、お年寄りとか、仕事が

なくていき場のない方とか、実はいっぱいいらっ

しゃって、そういう場って必要なんだなって教えて

もらっているような、そういう気づきみたいなのを

もらえた気がしています。私は、お互いに経験から

学んでいるねっていう、そういう仲間意識みたいな、

そういうものが案外次のステップにつながる気がし

ています。

オーガスタファー：どうもありがとうございます。

もうこれ以上賛成する意見がないというくらい、本

当に素晴らしい意見だったと思います。

　文化は違うのですが、アフリカでも同じことがあ

ります。いま研究が進行中で、いまのところまだ科

学的な実証までは出ていませんが、非常に良い結果

が出てきています。どういうものかといいますと、

女性が場所・空間をつくるということ、まさにいま

薄井さんがおっしゃったことと同じなのです。何か

しらの作業を一緒にやるわけなのですが、作業自体

が大きな目的ではありません。一番の大きな目的・

意味というのは、一緒におしゃべりをするというこ

とです。女性はこういうことが大好きなので、特に

ある種のセラピー的効果を生み出すのです。

辻内：ありがとうございます。佐藤さんいかがでしょ

うか。

佐藤：薄井さんのところと同じように、私のところ

も毎週定例的にサロンをやっています。私は男性的

というか左脳的というか、集まるからには何か連絡

しなきゃいけないとか、話し合わなきゃいけないと

か構えてしまうので、女子会のメンバーからはよく

邪魔者あつかいされます。私からすれば、１週間あ

れば結構連絡事項があるので、それを紙や資料にし

て、さあ始めようとすると、なんかすごくいやーな

顔をされるので、最近は極力やめて連絡事項は口頭

で流すだけにしています。昔で言うところの井戸端

会議というか、共同浴場や共同洗濯場のような場で、

２人以上いれば共有体験ができて筋書きのないドラ

マが生まれます。サロンの参加者も、昨年の８月か

ら累計すると述べ何百人という数になっています。

先ほどオーガスタファー先生もおっしゃったように、

女性の場合は男性に比べてやはりおしゃべりの場が

どうしても必要条件のようで、場の設定だけあった

だけでも意味があるかなと、４月からも継続するこ

とにしています。

５－４　被災者を主体とした支援

辻内：では北村さんいかがでしょうか。

北村：みなさんがおっしゃったことと基本的には同

じなのですが、とりわけ竹中先生や根ヶ山先生が

おっしゃっていたことに付け加えさせていただきた
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いと思います。

　やはり一番大切なのは、薄井さんがおっしゃった、

受け入れるというか受容するということだと私は考

えています。社会理論のようなことを研究している

と、やはり最終的なケアというのは、個人が何かを

決めて自分で自己決定をする、そういうところまで

もっていきたいというのが理想なのです。しかし、

なかなか現実には難しいと思います。

　特に震災で被災された方だと、何か決めろといろ

いろな形で迫られるわけですけれども、それが自分

にとって意味のある選択肢なのかどうかというのも

分からないような状態で、決めろ決めろと言われて

もなかなか決められない状態にあるんじゃないかな

と思っています。そういうところをきちんと、なぜ

こういう選択肢が出てくるのかというのを解きほぐ

しながら決められるように支援や手助けしていける

ことが大切なんじゃないかなと思います。

　特にこれは震災で避難、原発で被災された方だけ

ではなく、実は生活に困窮された方だとか、いわゆ

る生きづらさを抱えている若い人たちだとか、そん

な人たちが、どういうふうな主体として形成してい

くのかというのは非常に重要な点で、共通する点だ

と考えています。僕自身もそういう方と関わってい

る中で、時間もかかるし、なかなか成果も上がらな

いんですけど、粘り強く、まさに寄り添うという形

で関わっていくというのが理想だと考えています。

辻内：ありがとうございます。心のケア、臨床的な

ケアというところから話がスタートしたわけなので

すが、その背景にはソーシャルなサポート、つまり、

ここに居てもいいんだと思えるような、小さなコ

ミュニティや小さなコミュニケーションが大切だと

いうことがわかりました。サイコロジカルな心理学

的な問題が、実は、ソーシャルな社会の問題であっ

たり、岡本先生がおっしゃっていたようなポリティ

カルな法律的な政治的な問題であったり、そういっ

た多層的な問題がすべて繋がっているのだというこ

とが今日の話で見えてきたと思います。

６．次の世代に伝えていく使命

辻内：それでは、最後に、今回ゲストとしていらし

ていただいているコメンテーターの菊地靖先生、ご

意見をちょうだいできますでしょうか。

菊地：今日は非常にホリスティックな話が聞けて良

かったと思います。私も神戸の災害の調査をしたの

ですが、残念なことに、次の世代へ経験を移植する

術がなかなかないということです。いま現在われわ

れが不満に思っている、政治的なディシジョン／決

定と被災者の方のニーズとの調整がうまくいかない

ということを、私も経験しました。私たちも1995年

に、ハーバードの仲間、オーガスタファー氏の上司

であるリチャード・モリーカ氏らと一緒に調査をし

て、政府に提言書を出したのですが、それが今回に

全然活かされていないんですね。何か爆発的な形で

政府を変えていく、ラディカルかも分かりませんが、

そういうものがない限り、いまの新しい政権には期

待できません。われわれの力で何か動かすエネル

ギーを出していく方法を考えていくのが次の段階だ

と思います。

　恐らくこの中で私だけだと思います、第二次世界

大戦の終戦がちょうど５－６歳のときでした。そう

いう時期に味わったことが、私にとってはナチュラ

ルディザスター／自然災害の研究に役立っています。

これを次の世代にいかに移植していくかということ

を、みなさんにぜひ考えていただきたいと思います。

オーガスタファー：菊地先生がお話しされたことは、

まさにその通りだと思います。おっしゃるようなイ

ライラというのは、こういう災害後の状況にかかわ

る人すべてが経験していることなのだと思います。

これまでに学んだ教訓というのが、まったく活かさ

れていないということです。同じようなことが世界

の別の地域でも起こっているのに、また同じような

ことを繰り返している。

　私どもでできることを考えますと、やったことを

データとして記録にして残していくこと、出版物と

して出していくこと、それが私たちにできるひとつ

のことだと思います。その事によって、少なくとも

読んでもらえる機会を提供できると思います。みな

さんにそれをやっていただきたいと思います。

辻内：ありがとうございます。いまの提言を受け止

めて私が思うのは、学術分野としてできること、そ

れから行政や法律への働きかけ、市民としてできる

ことという３つの軸があるんじゃないかと思いまし

た。竹中先生、根ヶ山先生、今後どういうことがで

きるかというアイディアをお話しいただけたらと思

います。

竹中：いまやっていることの評価というのが、なか
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なか難しいという問題です。というのは、被災地で

評価をするということに抵抗を示す方がいらっしゃ

るからです。しかし私たちは研究者ですから、やっ

たことが本当に効果があるのかどうか、ということ

を確かめていく責任があります。それができて初め

てレポート・報告として残っていくのだと思います。

根ヶ山：先ほどのオーガスタファー先生の記録を残

すというところは全く同感です。いま、私が考えて

いることは、いまのこの時期に子どもの記録を残し

ておくことです。災害に遭った子どもがどう発達し

ていくか、この記録が残っていれば、大人になった

ときに、こうならないためにどうすれば良いかとい

うことが、振り返って判断できますよね。そのよう

な記録は研究者がすべきことだと思います。

大石：私たちは震災を体験したわけです。大切な事

はオーストラリアのアボリジニのように、体験を口

伝えで伝えていくことだと思います。私はいま５人

目の孫が生まれますが、子どもや孫達に伝えていき

たいと思います。こういうことがあったんだよ、と

いうことを。そういう風に語り伝えていくというこ

とが非常に重要かなと思いました。

辻内：はい、良いお話をありがとうございました。

社会に向けてパブリッシュ／発表していくというこ

とと、身近な人に口伝えで伝えていくというふたつ

のことが我々に課せられた使命なのではないかと感

じました。

　みなさん、充実した議論を展開することができま

した。心より御礼申し上げます。
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